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(57)【要約】
【課題】撮像画像と画像が撮像された際の地域情報とを
確実に関連付けて記憶する。
【解決手段】携帯電話１００は、画像を撮像する画像撮
像部２０４と、画像撮像部によって撮像された画像を記
憶部に格納する画像記憶制御部２０６とを備える。また
、携帯電話１００は、携帯電話１００が複数の地域のう
ちのいずれの地域内に位置するかを示す地域情報を取得
する地域情報取得部２１１を備える。また、携帯電話１
００は、地域情報取得部によって取得された携帯電話１
００の地域情報に基づいて携帯電話１００が第一の地域
から第二の地域に移動したか否かを判定する移動判定部
２１２を備える。また、携帯電話１００は、移動判定部
２１２によって携帯電話１００が第一の地域から第二の
地域に移動したと判定されたら、携帯電話１００が他の
地域から第一の地域に移動した後に撮像された画像と第
一の地域の地域識別子とを関連付ける関連付け部２１３
を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器であって、
　画像を撮像する画像撮像部によって撮像された画像を格納する記憶部と、
　前記電子機器が複数の地域のうちのいずれの地域内に位置するかを示す地域情報を取得
する地域情報取得部と、
　前記地域情報取得部によって取得された地域情報に基づいて前記電子機器が第一の地域
から第二の地域に移動したか否かを判定する移動判定部と、
　前記移動判定部によって前記電子機器が前記第一の地域から前記第二の地域に移動した
と判定されたら、前記電子機器が他の地域から前記第一の地域に移動した後に前記記憶部
に格納された画像と前記第一の地域の地域識別子とを関連付ける関連付け部と
　を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　無線基地局からの電波を受信することによって、複数の無線基地局のうち前記機器が電
波圏内に位置する無線基地局の識別子を検出する無線制御部と、
　複数の地域識別子それぞれに複数の無線基地局の識別子が対応付けられた地域－基地局
変換テーブルとをさらに備え、
　前記地域情報取得部は、前記無線制御部によって検出された無線基地局の識別子と前記
地域－基地局変換テーブルとに基づいて前記電子機器の地域情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記画像撮像部で撮像された画像の識別子を格納する新規撮像テーブルを備え、
　前記関連付け部は、前記移動判定部によって前記電子機器が前記第一の地域から前記第
二の地域に移動したと判定されたら、前記新規撮像テーブルに格納された画像の識別子と
前記第一の地域の地域識別子とを関連付けて画像検索用テーブルに格納し、前記新規撮像
テーブル内の画像の識別子を削除する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　画像を撮像する画像撮像部によって撮像された画像を格納する記憶部を備える電子機器
により実行される画像管理方法であって、
　前記電子機器が、
　前記電子機器が複数の地域のうちのいずれの地域内に位置するかを示す地域情報を取得
し、
　前記取得された地域情報に基づいて前記電子機器が第一の地域から第二の地域に移動し
たか否かを判定し、
　前記判定によって前記電子機器が前記第一の地域から前記第二の地域に移動したと判定
されたら、前記電子機器が他の地域から前記第一の地域に移動した後に前記記憶部に格納
された画像と前記第一の地域の地域識別子とを関連付ける
　ことを特徴とする画像管理方法。
【請求項５】
　画像を撮像する画像撮像部によって撮像された画像を格納する記憶部を備える電子機器
に、
　前記電子機器が複数の地域のうちのいずれの地域内に位置するかを示す地域情報を取得
し、
　前記取得された地域情報に基づいて前記電子機器が第一の地域から第二の地域に移動し
たか否かを判定し、
　前記判定によって前記電子機器が前記第一の地域から前記第二の地域に移動したと判定
されたら、前記電子機器が他の地域から前記第一の地域に移動した後に前記記憶部に格納
された画像と前記第一の地域の地域識別子とを関連付ける
　処理を実行させることを特徴とする画像管理プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器、画像管理方法、および画像管理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話などの電子機器は、各地に点在する無線基地局との間で電波の送受信を
行って、機器がどの無線基地局の電波圏内に位置しているかを検出することにより、機器
が位置する地域を特定することができる。画像撮像機能付きの電子機器においては、電子
機器が位置する地域を特定する技術を用いて、画像を撮像したら、撮像画像と画像を撮像
した際の地域情報とを関連付けて記憶させることが行われている。
【０００３】
　このように、無線基地局との電波の送受信によって電子機器がどの地域に位置している
かを示す地域情報を取得して、撮像された画像に関連付けることにより、画像を撮像した
地域ごとのフォルダを作成することができるので、画像の管理を簡易に行うことができる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１５５０４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術は、撮像画像と画像が撮像された際の地域情報とを関連付けて
記憶することが難しい場合がある。
【０００６】
　すなわち、従来技術は、画像を撮像するごとに、撮像画像と画像が撮像された際の地域
情報とを関連付けて記憶部に格納するものである。したがって、電子機器が無線基地局と
の間で電波の送受信が行えない電波圏外に位置する場合には、機器の地域情報を取得でき
ないため、撮像した画像に地域情報を関連付けるのが難しい。
【０００７】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、撮像画像と画像が撮像された際の
地域情報とを確実に関連付けて記憶することができる電子機器、画像管理方法、および画
像管理プログラムを実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願の開示する電子機器は、一つの態様において、画像を撮像する画像撮像部によって
撮像された画像を格納する記憶部と、前記電子機器が複数の地域のうちのいずれの地域内
に位置するかを示す地域情報を取得する地域情報取得部とを備える。また、電子機器は、
前記地域情報取得部によって取得された地域情報に基づいて前記電子機器が第一の地域か
ら第二の地域に移動したか否かを判定する移動判定部を備える。また、電子機器は、前記
移動判定部によって前記電子機器が前記第一の地域から前記第二の地域に移動したと判定
されたら、前記電子機器が他の地域から前記第一の地域に移動した後に前記記憶部に格納
された画像と前記第一の地域の地域識別子とを関連付ける関連付け部を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本願の開示する電子機器の一つの態様によれば、電子機器が無線基地局との間で電波の
送受信が行えない電波圏外に位置する場合であっても、その間に撮像した画像に地域情報
を関連付けることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】図１は、本実施形態の携帯電話のハードウェア構成を示す図である。
【図２】図２は、本実施携帯の携帯電話の機能を示すブロック図である。
【図３】図３は、地域－基地局変換テーブルの一例を示す図である。
【図４】図４は、新規撮像テーブルおよび画像検索用テーブルの一例を示す図である。
【図５】図５は、本実施形態の携帯電話の動作の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本願の開示する電子機器、画像管理方法、および画像管理プログラムの実施例
を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例により開示技術が限定されるもので
はない。例えば、以下の実施例では、電子機器の一例として携帯電話を挙げて説明するが
、これに限らず、画像撮像機能を備えた電子機器であればよい。
【００１２】
　図１は、本実施形態の携帯電話のハードウェア構成を示す図である。図１に示すように
、本実施例の携帯電話１００は、アンテナ１０２、無線通信部１０４、表示部１０６、マ
イク１０８、スピーカ１１０、音声入出力部１１２、およびカメラモジュール１２０を備
える。また、携帯電話１００は、メモリ１３０、SD（Secure　Digital）カード挿入スロ
ット１３５、およびプロセッサ１４０を備える。SDカード挿入スロット１３５には、SDカ
ード１３６が挿入される。
【００１３】
　無線通信部１０４は、アンテナ１０２を介して音声や文字などの各種データの無線通信
を行う。表示部１０６は、文字や画像などの各種情報を表示する液晶パネルなどの出力イ
ンターフェースである。また、音声入出力部１１２は、マイク１０８を介して音声を入力
するとともにスピーカ１１０を介して音声を出力する入出力インターフェースである。
【００１４】
　カメラモジュール１２０は、レンズ、イメージセンサ、および信号処理デバイスなどの
部品を備え、画像撮像機能によって画像データを取得する。メモリ１３０は、携帯電話１
００の各種機能を実行するためのデータを格納するROM（Read　Only　Memory）１３２と
、各種機能を実行するための各種プログラムを格納するRAM（Random　Access　Memory）
１３４とを有する。
【００１５】
　プロセッサ１４０は、RAM１３４に格納された各種プログラムを実行するＣＰＵ（Centr
al　Processing　Unit）である。プロセッサ１４０は、RAM１３４に格納された各種プロ
グラムを実行することにより、上述した無線通信部１０４、表示部１０６、音声入出力部
１１２、およびカメラモジュール１２０を制御する。なお、プロセッサ１４０で実行され
るプログラムは、RAM１３４に格納されるだけではなく、CD（Compact　Disc）-ROMやメモ
リ媒体等の頒布できる記録媒体に記録しておき、記録媒体から読み出して実行することが
できる。また、ネットワークを介して接続されたサーバにプログラムを格納し、サーバ上
でプログラムが動作するようにしておいて、ネットワークを介して接続される携帯電話１
００からの要求に応じてサービスを要求元の携帯電話１００に提供するようにすることも
できる。
【００１６】
　図２は、本実施携帯の携帯電話の機能ブロックを示す図である。図２に示すように、携
帯電話１００は、プロセッサ１４０がRAM１３４から各種プログラムを読み出して実行す
ることによって実現される機能ブロックとして、無線制御部２０２、画像撮像部２０４、
画像記憶制御部２０６、ＳＤメモリ制御部２０８を備える。また、携帯電話１００は、プ
ロセッサ１４０がRAM１３４から各種プログラムを読み出して実行することによって実現
される機能ブロックとして、撮像地域記録部２１０、アルバム管理部２１４、入力制御部
２１６、および表示制御部２１８を備える。また、撮像地域記録部２１０は、地域情報取
得部２１１と、移動判定部２１２と、関連付け部２１３とを備える。また、携帯電話１０
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０は、メモリ１３０の内部に、新規撮像テーブル２２２、画像検索用テーブル２２４、地
域－基地局変換テーブル２２６、および実データ記憶部２２８を備える。新規撮像テーブ
ル２２２、画像検索用テーブル２２４、地域－基地局変換テーブル２２６、および実デー
タ記憶部２２８は、例えば、RAM１３４の内部に格納することもできるし、ROM１３２の内
部に格納することもできる。
【００１７】
　無線制御部２０２は、無線通信部１０４を制御することによって、音声や文字などの各
種データの無線通信の制御を実行する。また、無線制御部２０２は、各地に点在する複数
の無線基地局のうちの１または複数の無線基地局との間で電波を送受信することによって
、複数の無線基地局のうち携帯電話１００が電波圏内に位置する無線基地局の識別子を検
出する。
【００１８】
　画像撮像部２０４は、カメラモジュール１２０を制御して、静止画像または動画像など
の画像の撮像の制御を実行する。画像記憶制御部２０６は、ユーザによって撮像画像の格
納先が内部メモリであるメモリ１３０に指定されている場合には、撮像画像をメモリ１３
０に格納する。より具体的には、画像記憶制御部２０６は、画像撮像部２０４によって画
像が撮像されたら、撮像画像の実データを実データ記憶部２２８に格納するとともに、撮
像画像の識別子を新規撮像テーブル２２２に格納する。
【００１９】
　本実施形態は、撮像画像の格納先がメモリ１３０に指定されている場合を例に挙げて説
明するが、これに限らず、撮像画像を外部メモリであるSDカード１３６に格納することも
できる。つまり、画像記憶制御部２０６は、ユーザによって撮像画像の格納先が外部メモ
リであるSDカード１３６に指定されている場合には、ＳＤメモリ制御部２０８を介して撮
像画像をSDカード１３６に格納する。画像記憶制御部２０６は、撮像画像をメモリ１３０
に格納する場合と同様に、撮像画像の実データをSDカード１３６内の実データ記憶部２２
８に格納するとともに、撮像画像の識別子をSDカード１３６内の新規撮像テーブルに格納
する。
【００２０】
　地域情報取得部２１１は、携帯電話１００が複数の地域のうちのいずれの地域内に位置
するかを示す地域情報を取得する。より具体的には、地域情報取得部２１１は、無線制御
部２０２によって検出された無線基地局の識別子と地域－基地局変換テーブル２２６とに
基づいて携帯電話１００の地域情報を取得する。
【００２１】
　移動判定部２１２は、地域情報取得部２１１によって取得された携帯電話１００の地域
情報に基づいて携帯電話１００が第一の地域から第二の地域に移動したか否かを判定する
。すなわち、移動判定部２１２は、地域情報取得部２１１によって取得された携帯電話１
００の地域情報を監視しながら、携帯電話１００がある地域から他の地域に移動したか否
かを判定する。
【００２２】
　関連付け部２１３は、移動判定部２１２によって携帯電話１００が第一の地域から第二
の地域に移動したと判定されたら、第一の地域内で撮像されてメモリ１３０に格納されて
いる画像と第一の地域の地域識別子とを関連付ける。言い換えれば、関連付け部２１３は
、移動判定部２１２によって携帯電話１００が第一の地域から第二の地域に移動したと判
定されたら、携帯電話１００が他の地域から第一の地域に移動した後にメモリ１３０に格
納された画像と第一の地域の地域識別子とを関連付ける。より具体的には、関連付け部２
１３は、移動判定部２１２によって携帯電話１００が第一の地域から第二の地域に移動し
たと判定されたら、新規撮像テーブル２２２に格納された画像の識別子と第一の地域の地
域識別子とを関連付けて画像検索用テーブル２２４に格納する。そして、関連付け部２１
３は、新規撮像テーブル２２２内の画像の識別子を削除する。
【００２３】
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　アルバム管理部２１４は、撮像された画像と、この画像が撮像された地域情報とを関連
付けて表示部１０６上に表示する。具体的には、アルバム管理部２１４は、画像検索用テ
ーブル２２４を参照することにより撮像された画像と画像が撮像された地域情報との関連
付けを取得する。そして、アルバム管理部２１４は、表示部１０６上に、画像が撮像され
た地域ごとのフォルダを表示し、いずれかのフォルダがユーザによって指定されたら、指
定されたフォルダ内の画像一覧を表示部１０６に表示する。また、アルバム管理部２１４
は、画像が撮像された地域ごとのフォルダを表示するだけではなく、例えば、表示部１０
６に地図を表示して、地図上でユーザによっていずれかの地域が指定されたら、指定され
た地域で撮像された画像一覧を表示することもできる。
【００２４】
　入力制御部２１６は、携帯電話１００のキーからの入力指令および表示部１０６の表示
上からの入力指令を受け付ける。入力制御部２１６は、例えば、カメラモジュール１２０
による画像撮像の入力指令や、撮像した画像の削除指令などを受け付ける。表示制御部２
１８は、表示部１０６に表示する表示画像に関する制御を実行する。表示制御部２１８は
、例えば、アルバム管理部２１４からの指令に基づいて、画像が撮像された地域ごとのフ
ォルダを表示部１０６に表示させる。また、表示制御部２１８は、例えば、アルバム管理
部２１４からの指令に基づいて、表示部１０６に表示した地域ごとのフォルダのうちのい
ずれかが指定されたら、指定されたフォルダ内の画像一覧を表示部１０６に表示する。
【００２５】
　図３は、地域－基地局変換テーブル２２６の一例を示す図である。図３に示すように、
地域－基地局変換テーブル２２６は、複数の地域識別子それぞれに複数の無線基地局の識
別子が対応付けられて構成される。例えば、地域識別子は、Ａ１－Ａ５０の５０個の識別
子によって構成される。Ａ１－Ａ５０には、例えば、
北海道：道北、道央、道東、道南
東北　：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東　：栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、東京、神奈川
中部　：長野、山梨、静岡、岐阜、愛知、三重
北陸　：新潟、富山、石川、福井
関西　：滋賀、京都、奈良、兵庫、大阪、和歌山
中国　：鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国　：香川、徳島、愛媛、高知
九州　：福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄
という各都道府県が順次割り当てられる。ただし、北海道は、道北、道央、道東、道南の
４つに分割される。
【００２６】
　そして、図３に示すように、地域識別子「Ａ１」には、無線基地局識別子「Ｂ１－Ｂ３
」が対応付けられ、地域識別子「Ａ５０」には、無線基地局識別子「Ｂ４７７－Ｂ４８０
」が対応付けられる。地域識別子「Ａ１，Ａ５０」以外の地域識別子に対しても同様に、
それぞれ複数の無線基地局識別子が対応付けられる。このように、各地域識別子に対して
それぞれ複数の無線基地局識別子が対応付けられる。すなわち、例えば各地に点在する無
線基地局が４８０個ある場合に、無線基地局ごとの４８０個の地域とするのではなく、隣
接する複数の無線基地局を１つのグループとして、５０個のグループを作り、グループ単
位で地域識別子を割り当てている。なお、本実施形態では国内の地域の割り当てを例に挙
げて説明するが、海外でも同様に地域を割り当てることができる。
【００２７】
　地域情報取得部２１１は、無線制御部２０２によって検出された無線基地局識別子が例
えば「Ｂ２」であったら、「Ｂ２」に対応する地域識別子「Ａ１」を抽出し、携帯電話１
００が地域識別子「Ａ１」に対応する道北地域に位置しているという地域情報を取得する
。なお、本実施形態は、無線制御部２０２によって検出された無線基地局識別子に基づい
て携帯電話１００の地域情報を取得する例を示すが、これには限られない。例えば、携帯
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電話１００は、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）機能が搭載されている場合には
、ＧＰＳ衛星から受信したＧＰＳ電波に基づいて携帯電話１００の位置情報を取得して、
取得した位置情報に基づいて地域情報を取得することもできる。
【００２８】
　移動判定部２１２は、例えば、無線制御部２０２によって検出された無線基地局識別子
が「Ｂ２」であった後に、無線基地局識別子が「Ｂ３」になった場合には、いずれも地域
識別子は「Ａ１」であるので、他の地域に移動していないと判定する。一方、例えば携帯
電話１００のユーザが道央地域にいた後、携帯電話１００の電源をオフした状態で飛行機
によって東京地域に移動して、東京地域で携帯電話１００の電源をオンした場合を考える
。この場合、移動判定部２１２は、携帯電話１００の電源がオフされる直前に取得された
地域情報が道央地域で、携帯電話１００の電源がオンされた後最初に取得される地域情報
が東京地域になるので、他の地域に移動したと判定する。
【００２９】
　図４は、新規撮像テーブルおよび画像検索用テーブルの一例を示す図である。図４は、
例えば携帯電話１００のユーザが道央地域で画像を撮像した後、携帯電話１００の電源を
オフした状態で飛行機によって東京地域に移動して、東京地域で携帯電話１００の電源を
オンした場合を想定している。
【００３０】
　まず、道央地域で画像を撮像すると、画像記憶制御部２０６は、撮像した画像の識別子
を新規撮像テーブル２２２に順次格納する。この例では、新規撮像テーブル２２２には、
撮像画像識別子として、「♯１，♯２，♯４」が格納されており、撮像画像識別子が「♯
３」に対応する画像はユーザによって削除されたと仮定する。このように、画像が撮像さ
れた際には、画像記憶制御部２０６によって撮像画像識別子を新規撮像テーブル２２２に
格納するだけであり、撮像画像識別子と画像を撮像した地域識別子との関連付けは行わな
い。
【００３１】
　その後、ユーザが東京地域に移動して、東京地域で携帯電話１００の電源をオンした場
合に、移動判定部２１２は、携帯電話１００が第一の地域（道央地域）から第二の地域（
東京地域）に移動したと判定する。すると、関連付け部２１３は、新規撮像テーブル２２
２に格納された画像の識別子「♯１，♯２，♯４」と第一の地域（道央地域）の地域識別
子「Ａ２」とを関連付けて画像検索用テーブル２２４に格納する。そして、関連付け部２
１３は、新規撮像テーブル２２２内の画像の識別子を削除する。
【００３２】
　図５は、本実施形態の携帯電話の動作の一例を示す図である。図５に示すように、無線
制御部２０２は、所定時間間隔で、無線基地局との間で電波の送受信を行う（ステップＳ
１０１）。例えば、無線制御部２０２は、近隣の無線基地局から送信された電波を受信し
たら、これに応答する電波を無線基地局に返送する。続いて、無線制御部２０２は、無線
基地局から送信される無線基地局の識別子を受信する（ステップＳ１０２）。これにより
、無線制御部２０２は、携帯電話１００が位置する無線基地局の識別子を検出することが
できる。続いて、無線制御部２０２は、検出された無線基地局の識別子を撮像地域記録部
２１０に通知する（ステップＳ１０３）。
【００３３】
　一方、画像記憶制御部２０６は、画像撮像部２０４によって画像が撮像されたか否かを
判定する（ステップＳ２０１）。画像記憶制御部２０６は、画像が撮像されたと判定され
た場合には（ステップＳ２０１でＹＥＳ）、撮像された画像の識別子を新規撮像テーブル
２２２に格納する（ステップＳ２０２）。なお、画像記憶制御部２０６は、撮像された画
像の識別子を新規撮像テーブル２２２に格納するとともに、撮像された画像の実データを
実データ記憶部２２８に格納する。新規撮像テーブル２２２には、画像が撮像されるたび
に、撮像された画像の識別子が順次格納される。
【００３４】
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　他方、地域情報取得部２１１は、無線基地局の識別子の通知があるか否かを判定する（
ステップＳ３０１）。地域情報取得部２１１は、無線基地局の識別子の通知があると判定
した場合には（ステップＳ３０１でＹＥＳ）、通知された無線基地局の識別子から地域情
報を取得する（ステップＳ３０２）。具体的には、地域情報取得部２１１は、地域－基地
局変換テーブル２２６を参照して、通知された無線基地局の識別子に対応する地域識別子
を抽出して、抽出した地域識別子に対応する地域情報を取得する。
【００３５】
　続いて、移動判定部２１２は、取得された地域情報に基づいて地域情報の変更があるか
否かを判定する（ステップＳ３０３）。具体的には、移動判定部２１２は、前回取得され
た地域情報と今回取得された地域情報とを比較して、相違があれば地域情報の変更がある
と判定する。移動判定部２１２は、地域情報の変更がないと判定されたら（ステップＳ３
０３でＮＯ）、処理を終了する。
【００３６】
　一方、関連付け部２１３は、地域情報の変更があると判定されたら（ステップＳ３０３
でＹＥＳ）、新規撮像テーブル２２２内の画像の撮像枚数を確認する（ステップＳ３０４
）。関連付け部２１３は、具体的には、新規撮像テーブル２２２内に格納された画像の識
別子の数に応じて、画像の撮像枚数を確認する。関連付け部２１３は、新規撮像テーブル
２２２内の画像の撮像枚数が０枚つまり新規撮像テーブル２２２内に画像の識別子が格納
されていない場合には、処理を終了する。
【００３７】
　続いて、関連付け部２１３は、新規撮像テーブル２２２内の画像の撮像枚数が１枚以上
である場合には、画像検索用テーブル２２４を作成する（ステップＳ３０５）。関連付け
部２１３は、具体的には、新規撮像テーブル２２２内に格納されている画像の識別子と変
更前の地域情報（前回取得された地域情報）とを関連付けて画像検索用テーブル２２４に
格納する。より具体的には、関連付け部２１３は、新規撮像テーブル２２２内に格納され
ている画像の識別子と、変更前の地域情報に対応する地域識別子とを関連付けて画像検索
用テーブル２２４に格納する。
【００３８】
　続いて、関連付け部２１３は、新規撮像テーブル２２２内の全画像に対して画像検索用
テーブル２２４を作成したか否かを判定する（ステップＳ３０６）。関連付け部２１３は
、新規撮像テーブル２２２内の画像のうち未処理のものがある場合には（ステップＳ３０
６でＮＯ）、ステップＳ３０５に戻って順次画像検索用テーブル２２４を作成する。一方
、関連付け部２１３は、新規撮像テーブル２２２内の全画像に対して画像検索用テーブル
２２４を作成したと判定した場合には（ステップＳ３０６でＹＥＳ）、新規撮像テーブル
２２２内の撮像画像の識別子を削除する（ステップＳ３０７）。
【００３９】
　以上、本実施形態の携帯電話１００および画像管理方法は、画像が撮像された際には、
撮像画像を格納するだけであり、携帯電話１００が位置する地域が変わったと判定されて
はじめて撮像画像と画像が撮像された際の地域情報とを関連付ける。したがって、本実施
形態の携帯電話１００および画像管理方法は、画像を撮像するごとに撮像画像と画像が撮
像された際の地域情報とを関連付けるものではない。例えば、携帯電話１００が無線基地
局との間で電波の送受信が行えない電波圏外に位置している場合には、地域情報を取得す
ることができないので、撮像画像と画像を撮像した地域情報とを関連付けるのは難しい。
これに対して、本実施形態によれば、携帯電話１００が電波圏外に位置している状態で画
像を撮像したとしても、その後他の地域に移動したと判定された際にまとめて関連付けを
行うので、確実に撮像画像と撮像地域との関連付けを行うことができる。
【００４０】
　また、本実施形態によれば、携帯電話１００が他の地域に移動したと判定された際にま
とめて撮像画像と画像を撮像した際の地域情報とを関連付けるので、画像が撮像されるた
びに関連付けを行う場合に比べて、関連付けの処理数を低減することができる。また、本
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実施形態によれば、例えばある地域で複数枚の画像を撮像した後他の地域に移動する前に
、撮像地域情報との関連付けを行いたくない画像の識別子を新規撮像テーブルから削除す
ることにより、所望の画像のみ撮像地域情報と関連付けを行うことができる。その結果、
ユーザの使い勝手を向上させることができる。
【００４１】
　また、本実施形態の携帯電話１００および画像管理方法は、各地に点在する無線基地局
のうち、隣接する複数の無線基地局を１つのグループ（例えば都道府県単位のグループ）
として、グループ単位で地域を形成する。そして、本実施形態の携帯電話１００および画
像管理方法は、撮像画像と無線基地局の識別子とを関連付けて記録するのではなく、撮像
画像と地域情報とを関連付けて記録する。したがって、本実施形態によれば、携帯電話１
００のユーザの行動履歴を過度に詳細に記録することなく、例えば都道府県単位で地域情
報を撮像画像に関連付けることができるので、ユーザのプライバシー保護の観点からも好
適である。
【００４２】
　また、本実施形態の携帯電話１００および画像管理方法は、無線制御部が無線基地局と
の間で電波を送受信することによって、携帯電話１００が電波圏内に位置する無線基地局
の識別子を検出して、検出された無線基地局の識別子に基づいて地域情報を取得する。し
たがって、例えば画像を撮像するたびにＧＰＳ測位を行って、ＧＰＳ衛星から送信された
ＧＰＳ電波に基づいて地域情報を取得する場合に比べて、電力消費を抑制することができ
る。
【００４３】
　なお、本実施形態は、主に電子装置および画像管理方法を中心に説明したが、これに限
らず、あらかじめ用意された画像管理プログラムをコンピュータで実行することによって
、上述の実施形態と同様の機能を実現することができる。すなわち、画像管理プログラム
は、コンピュータに、画像を撮像する画像撮像部によって撮像された画像を記憶部に格納
し、機器が複数の地域のうちのいずれの地域内に位置するかを示す地域情報を取得する処
理を実行させる。また、画像管理プログラムは、前記取得された機器の地域情報に基づい
て前記機器が第一の地域から第二の地域に移動したか否かを判定する処理を実行させる。
また、画像管理プログラムは、前記判定によって前記機器が前記第一の地域から前記第二
の地域に移動したと判定されたら、前記第一の地域内で撮像されて前記記憶部に格納され
ている画像と前記第一の地域の地域識別子とを関連付ける処理を実行させる。なお、画像
管理プログラムは、インターネットなどの通信ネットワークを介してコンピュータに配布
することができる。また、画像管理プログラムは、コンピュータに設けられたメモリ、ハ
ードディスク、その他のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュー
タによって記録媒体から読み出されることによって実行することもできる。
【符号の説明】
【００４４】
１００　携帯電話
１０４　無線通信部
１２０　カメラモジュール
１３０　メモリ
２０２　無線制御部
２０４　画像撮像部
２０６　画像記憶制御部
２１０　撮像地域記録部
２１１　地域情報取得部
２１２　移動判定部
２１３　関連付け部
２２２　新規撮像テーブル
２２４　画像検索用テーブル
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２２６　地域－基地局変換テーブル
２２８　実データ記憶部

【図１】 【図２】
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